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③規格・認証等
 輸出に取り組む上では、海外の取引先から食品安全等に関する持続可能性が求められたり、輸出先国・
地域から法律等に基づき製品の製造工程管理に基づく衛生管理が求められたりすることがあります。

 前者では、「GROBAL GAP」が、後者では「HACCP」があり、これらの規格・認証を取得していないと、取
引先や輸出先国・地域によっては、認証を求められる場合があるという点において、輸出の制約要因と考え
ることも出来ます。

 こちらでは、これらの規格・認証の概要とともに、どういった取引先や輸出先国において、輸出制約になってし
まう可能性があるのか、見ていきましょう。

GLOBAL-GAP

GAP(Good Agricultural Practice : 農業生産工程管理)とは、農業において、食品安全、環境保全、労働

安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理です。これを我が国の多くの農業者や産地が取り入れることに
より、結果として持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消
費者や実需者の信頼の確保が期待されます。
GLOBAL G.A.P. 認証とは、GAPを証明する国際基準を指します。世界120か国以上に普及され、事実上の国
際基準となっています。GLOBAL G.A.P.認証は、食品安全、労働環境、環境保全に配慮した「持続的な生産活
動」を実践する優良企業に与えられる世界共通ブランドで、取引先の信頼性向上、企業価値の向上に貢献します。
GLOBAL G.A.P. を取得するメリットの一つに販路拡大があります。世界では様々な小売企業がGLOBAL G.A.P. 
をグローバルな調達基準として採用しています。その数48社にのぼります（2018年4月12日現在）。特に、欧州で
は6－7割の市場占有率を誇ると言われており、ほとんどのスーパーマーケットが GLOBAL G.A.P. を調達基準として
います。中でも世界最大の売上げを誇る、米国に本拠地を置くWalmart、欧州で8,000店舗のLIDLなど、欧米で
のインパクトはかなり大きくなっており、日本のイオンを筆頭に、G-GAPの取り扱い店舗は海外だけに留まらなくなってい
ます。

＜ G-GAPを調達基準にしている小売企業48社 2018年4月12日現在＞



HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) とは、食品事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等
の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全行程の中で、それらの危害要因を除去
又は低減させるために特に重要な行程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

EU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で、輸出促進のためには、輸出先国が求める
HACCPを含む衛生基準・施設基準に対応できるよう、輸出環境の整備が課題となっています。
EUでは、生産から輸出までのフードチェーン全体で管理を行うことを要求しており、対EU・HACCP認定加工施設では、EU
向けに輸出される製品を製造する場合には、登録された漁船、養殖場及び市場の水産物しか取り扱えません。 漁船（冷
凍船、生産漁船）や養殖場等の登録、厚生労働省による水産加工施設の認定の手続については、以下のURLからご確
認ください。http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/sonotanohaccp.html

HACCP

※厚生労働省より出典
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http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/sonotanohaccp.html
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ハラール認証

ハラール認証とは

ハラール認証とは、対象となる商品・サービスがイスラーム法に則って生産・提供されたものであることをハラール認証
機関が監査し、一定の基準を満たしていると認めることです。特に、ムスリム以外の消費者も多い国では、どの食品が
ハラールであるかを否かを消費者個人が判断することは難しいため、認証機関が認証し、食品に認証マークを付けて
流通することで、ムスリムがハラールと認められた食品を判断できるようになっています。
ハラール認証は、対象食品の「製造ライン(原料調達含む)」単位で認められるのが基本的な考え方であり、加工食
品に関しては、認証された「製造ライン」からハラールと認められない食品が発生することはないことが原則です。そのよう
な状況が発生する可能性がある場合は、そもそも「製造ライン」がハラール認証されないことが原則です。
ただし、食肉に関しては、と畜場がハラール認証されたとしても、スタニングによって頭蓋骨が陥没してしまう場合等、
ハラール※として認められない食肉が発生する可能性はあります。
※ハラールとは、イスラーム法によって「許されたもの」を意味します。一方、「禁止されるものまたは行為」はハラームと
言われます。神が創造したものは基本的にハラールであり、例外的に禁止されているものがあると考えられています。例
えば、野菜、果物、魚類、水は原則としてハラールであると考えられていますが、有毒なものなどは除きます。
しかし、豚関連などハラームの要素が含まれていないかは常に注意を払っておく必要があります。

ムスリムとは
ムスリムとは、世界三大宗教のひとつイスラ－ム（本書では「イスラーム」で統一する）の信者を指し、世界に16億
人以上の信者がいるとされています。特に、アジアや北アフリカに多くのムスリムが住んでいます。イスラームを信仰する
人々はムスリムと呼ばれます。ムスリムの生活は、主にクルアーン（コーラン）により規定され、アッラーの教えを実践す
ることは、クルアーンの規定に従い生きることであるとされています。
※ムスリムの消費者をターゲットとした食品は、ハラールであることが前提ですが、一般的に認証取得が必須となる食
品と、そうでない食品があることに注意が必要です。
※例えば、野菜、果物、魚類は、加工していない素材のままの状態であれば、ハラール認証を受けハラールマークをつ
けることは少ないです。
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「コーシャ（コーシャー、コシェル、カシェル、カシュルート等と日本語表記することもある）フードとは、イスラム教徒の
ハラールフードのように、ユダヤ教徒が食べてもよいとされる「清浄な食品」のことです。ユダヤ教の聖典には食べてもよ
い食品、食べてはいけない食品が記されており、敬虔なユダヤ教徒は、5,000年前の昔からその規律を厳格に守っ
て生活しています。
ユダヤ教徒の人口は、全世界で1400万人ほどとイスラム教徒に比べてはるかに少ないのですが、10億人以上を
擁する欧米を中心にした市場では、ユダヤ教のラビ（聖職者）による厳正な審査に合格した「コーシャ認証」マーク
が、宗教に関係なく日本でいう「JASマーク」のような、商品の品質のお墨付き的な存在になっています。
これは、コーシャがオーガニックなどと同様に、高品質で安心でき、地球環境に配慮するなど倫理的な食品「エシカ
ルフード Ethical Food」のひとつとして注目され、欧米を中心にした「意識の高い」消費者が食品を選ぶ目安にして
いるためです。
ユダヤ教の長い伝統が育んだ良質な食材と、おいしさ、自然を大切にしたナチュラルさが商品のイメージアップとなり、
「コーシャ認証」マークがついていると売り上げが倍増するともいわれています。そのため、多くの世界的な食品会社が
こぞって自社商品のコーシャ認証を取得し、商品にマークを付けています。
※出典 コーシャジャパン株式会社 https://kosherjapan.co.jp/whatiskosher/

コーシャ認証

岩手県の南部美人は、日本酒について
コーシャ認証を取得し、アメリカ向けの輸出
の拡大を図っています。

（参考）コーシャ認証を活用した輸出事例
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米国では2011年1月4日、食品安全強化法（Food Safety Modernization Act、以下FSMA）が制定さ
れ、具体的内容を定めた詳細規則が順次公表されてきました。FSMAは、米国内に流通する輸入食品にも適用
されるため、米国向けに輸出する日本の食品関連事業者にも対応が迫られています。

FSMAの規則のうち、特に日本の食品関連事業者に影響が大きいとされているのが、危害の未然予防管理を含
む食品安全計画の策定などを定めた規則（第103条規則）です。同規則は、原則（*）2016年9月19日以
降、適用されることになります。そのため、これまで危害の未然予防管理に取り組んでいない事業者は、適用期限ま
でに食品安全計画を策定し、その順守のための態勢を整える必要があります。また、同規則の適用以降は、食品
医薬品局（FDA）による食品関連施設の査察は、同規則の順守状況も確認されることになります。

（*）企業規模により猶予期間あり。原則として最終規則公表から1年後（2016年9月19日以降）で、小規
模企業（従業員500名未満、かつ適用除外の対象外）については2年後（2017年9月18日以降）、零細
企業（年間売上高が100万ドル未満）については3年後（2018年9月17日以降）からとなります。

ＦＳＭＡ（フィズマ）

最新情報についてはジェトロのサイトにてご確認下さい。https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/
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④残留農薬規制
 我が国におけるコメ、青果物、茶等においては、使用可能な農薬成分の残留基準値が輸出先国・
地域と日本とで異なる場合があります。このため、日本の基準値を満たしていても、輸出先国・地域の
基準値を満たせずに輸出できない場合があります。

 こうした状況を踏まえ、
①輸出先国・地域の基準値も踏まえた防除暦等を使用した生産を促進するとともに、
②輸出先国・地域の残留農薬基準（インポートトレランス）が設定されるよう、輸出先国等当局へ
の申請に必要な各種試験を実施していくこととしています。

 その一環として、コメ、青果物、茶等に関する主要輸出先国・地域ごとの残留農薬基準値と我が国
の残留農薬基準値とを比較できるよう、以下のURLに取りまとめましたので、ご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/zannou_kisei.html

※ 農林水産省では、茶の他、コメ、りんご、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、なし、かき、ぶどう、
いちご、もも、メロン、かんしょ及びながいもの1３種類の比較表を作成していますので、該当する産品
を輸出したいと考えている場合は、確認してみましょう。

※※ こちらの比較表で確認のできる国は、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、
インドネシア、タイ、ベトナム、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、ロシア、UAE、
の、1６の国と地域です。

・ 日本と台湾の残留農薬基準を例にとって見てみましょう。
・ 「アセタミプリド」、は、日本の基準値は30mg/kg。これに対して香港は同基準の30mg/kgですが、台湾の基準値

は２mg/kgとなっており、日本で「アセタミプリド」を基準値まで利用したお茶は台湾での検査をパスしないことが分かり

ます。

＜茶の残留農薬基準値の日本と他国との比較表＞

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/zannou_kisei.html
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・ 輸出にあたっては、海外のニーズを把握し、「何」を「どこの国」の「誰」をターゲットとして売っていくか、
戦略を決めることも大事なステップとなります。現地の食文化・ニーズを知り、それに合わせて商品を作
り変えていく等、マーケットインの発想を持つことも輸出するにあたって重要なポイントになります。

・ 農林水産業の輸出力強化戦略では、国・地域ごとに、現地の消費者の嗜好、日本や他国からの
輸入の状況などを分析し、輸出拡大に向けた課題と具体的な取組を示しております。どこの国にどの
ようなニーズがあるのか、（どういった規制があるのか）ということを、確認できる便利な資料になってい
るので、是非一度御確認ください。

「農林水産業輸出力強化戦略（官邸HP）」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/yushutsuryoku.html

・ また、同戦略において、現地のニーズなど輸出に関する情報をJETROに一元的に集約し、
JETROポータルサイトにて情報を提供していますので、こちらも併せて御確認いただくのが良いで
しょう。カテゴリー毎に、「世界の食トレンド」（世界のレストラン、スーパーマーケットのトレンド、活用
されている日本産食材が一目で分かる）、国・地域別の基礎的なマーケティング情報が掲載されて
おります。

「JETROポータルサイト」
https://www.jetro.go.jp/agriportal/

・ なお、次ページ以降では、輸出拡大チーム国・地域別担当が集めた生の声を元に「食文化・ニー
ズ情報」を提供しておりますので、こちらをご覧下さい。

（２）食文化や生活環境に基づくニーズ

輸出成功のためのカギ

ステップ１ マーケティング
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１ 輸出先国の事情把握

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/yushutsuryoku.html
https://www.jetro.go.jp/agriportal/

